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12 農林水産業関係 

 ア 農業・農産物等 

規制改革・民間開放推進3か年計画（平成18年3月31日閣議決定）における決定内容 

実施予定時期 
事 項 名 措  置  内  容 

平成16年度 平成17年度 平成18年度

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 備 考 

①農産物検査 

（農林水産省） 

農産物検査については、平成13年度以降、民間検査機関の

登録や当該機関の検査員の養成等を適切に行い、平成18年度

の検査の原則完全民営化に向けて、着実に民間移行を図る。

 措置済     

②国内産糖製造事業

者の指定製造施設

の設置承認 

（農林水産省） 

甘味資源作物及び国内産糖企業の在り方についての環境変

化の状況を踏まえ、国内産糖製造事業者の指定製造施設の設

置承認制度を含む、甘味資源特別措置法の廃止を行う。 

【関係法案を第164回国会に提出】 

 法案提出   

◎

（農林水産省） 

甘味資源特別措置法については、同法の廃止を内容に含

む関係法案が第164回国会で成立（平成19年4月１日から

施行）。 

 

 

③砂糖の価格制度の

見直し 

（農林水産省） 

糖価調整制度については、最低生産者価格を廃止し、市場

の需給事情を反映した甘味資源作物の取引価格が形成される

こと等を通じて、国民負担の低減が図られる制度へ平成19年

産より移行する。 

【関係法案を第164回国会に提出】 

 法案提出   

◎

（農林水産省） 

糖価調整制度については、最低生産者価格を廃止し、市

場の需給事情を反映した甘味資源作物の取引価格が形成さ

れること等を内容とする関係法案が第164回国会で成立

（平成19年4月１日から施行）。 

 

 

④とうもろこしの関

税割当制度の見直

し 

（農林水産省） 

コーンスターチ用とうもろこしの関税割当に係る国内産い

もでん粉との抱き合わせ措置を廃止し、これに代わる調整金

制度へ平成19年産より移行する。 

【関係法案を第164回国会に提出】 

 法案提出   

◎

（農林水産省） 

 コーンスターチ用とうもろこしの関税割当に係る国内産

いもでん粉との抱き合わせ措置を廃止し、これに代わる調

整金制度へ平成19年産より移行すること等を内容とする

関係法案が第164回国会で成立（平成19年4月１日から施

行）。 

 

⑤酪農事業施設の設

置承認 

（農林水産省） 

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第10条第２項第３

号については、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部

改正による新制度への移行（平成13年４月）に伴う、生乳流

通の広域化の進展等の状況変化を踏まえ、酪農事業施設の設

置承認を含めた制度の見直しを行う際に、見直しを行う。 

 

生乳流通の広域化の進展等の状況変化

を踏まえ、酪農事業施設の設置承認を含

めた制度の見直しを行う際には、併せて

見直し 

 

○

（農林水産省） 

生乳流通の広域化の進展等の状況変化を踏まえ、酪農事

業施設の設置承認を含めた制度の見直しを行う際には、併

せて見直し。 
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規制改革・民間開放推進3か年計画（平成18年3月31日閣議決定）における決定内容 

実施予定時期 
事 項 名 措  置  内  容 

平成16年度 平成17年度 平成18年度

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 備 考 

⑥中山間地域等直接

支払制度 

（農林水産省） 

ａ 中山間地域等直接支払制度について、制度の的確かつ効

果的な運用を確保する観点から、その実施状況及び効果に

ついて必要な検証を行い、結果を公表する。また、その検

証に基づき、中山間地域の農業をめぐる諸情勢の変化、農

用地等の維持・管理の状況等を踏まえ、必要に応じて制度

の見直しを行う。 

【中山間地域等直接支払制度の検証と課題の整理（中山間地

域等総合対策検討会平成16年８月19日）】 

措置済      

 

ｂ 中山間地域における高齢化の進展を踏まえて、集落協定

による制度の推進を基本としつつ、地域の営農状況に応じ

て、農業公社、農協出資型法人、民間法人経営など多様な

主体の地域農業における役割の明確化を図るとともに、農

業公社、地場民間企業等の集落協定への参加・連携等につ

いて、中山間地域における持続可能な基幹作業の受け皿の

観点から推進を図る。 

【中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用の一部改正

（平成17年４月１日付け16農振第2150号農林水産省農村振

興局長通知）】 

【中山間地域等直接支払交付金における民間活力の活用の一

層の促進について（平成17年４月15日付け17農振第30号農

林水産省農村振興局地域振興課長通知）】 

 

 措置済     

⑦農協制度の見直し

（農林水産省） 

ａ 農協が、真に担い手たる農業者の利益を目指し、協同組

織としての機能を最大限に発揮するため、その事業運営や

経営の健全性の確保の在り方等について抜本的に見直しを

促進する。 

【農業協同組合法及び農業信用保証保険法の一部を改正する

法律（平成16年法律第107号）】 

 

措置済      
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規制改革・民間開放推進3か年計画（平成18年3月31日閣議決定）における決定内容 

実施予定時期 
事 項 名 措  置  内  容 

平成16年度 平成17年度 平成18年度

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 備 考 

 ｂ 組合員制度の実態、員外利用率の状況等を調査し、法令

違反等のある場合はこれを是正するよう指導するなど所要

の措置を講ずる。 

      

 ｃ 信用･共済事業の在り方、信用･共済事業を含めた分社化、

他業態への事業譲渡等の組織再編が可能となる措置を検討

する。 

【農業協同組合法及び農業信用保証保険法の一部を改正する

法律（平成16年法律第107号）】 

 

      

ｄ 総会への報告に当たっては、カントリーエレベーター等

主要施設の収支明細を付するなど情報開示の充実について

検討する。 

【事務ガイドライン（平成14年３月１日付け13経営第6051

号農林水産省経営局長通知）の一部改正】 

 

      

ｅ 准組合員が 300 万戸を超えている実態を踏まえ、准組合

員制度の適切な運用のための措置を検討し、所要の措置を

講ずる。 

【事務ガイドライン（平成14年３月１日付け13経営第6051

号農林水産省経営局長通知）の一部改正】 

 

      

 

ｆ 農協の子会社に対する適切な指導・監督・監査の在り方

について検討し、所要の措置を講ずる。 

【農業協同組合法及び農業信用保証保険法の一部を改正する

法律（平成16年法律第107号）】 
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規制改革・民間開放推進3か年計画（平成18年3月31日閣議決定）における決定内容 

実施予定時期 
事 項 名 措  置  内  容 

平成16年度 平成17年度 平成18年度

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 備 考 

⑧農協の経済事業改

革等の推進 

（農林水産省） 

ａ 全国農業協同組合連合会（以下「全農」という。）等にお

いて不正事件が累次にわたり発生していること等を踏ま

え、農林水産省では全農に対し、その子会社を含め、事業・

組織の在り方について見直しを行い、経済事業の主体を各

単位農協と位置付け、複数段階での手数料を削除するなど

コスト効率的な組織とすべく、平成17 年 10 月に７回目の

業務改善命令を発出し、全農より改善計画を提出させ指導

しているところである。同改善計画は、全農の経済事業改

革について、一定の期限を区切り数値目標等を設定させる

ものであるが、同改善計画の進捗状況を対外的に公表させ

るとともに、その成果を農林水産省が責任を持ってフォロ

ーアップする。 

 逐次実施  

○

（農林水産省） 

全農の改善計画の進捗状況については、四半期ごとに全

農から農林水産省に報告させ、監視・指導を行っている。

なお、全農は会のホームページにおいて、改善計画の進捗

状況を公表。 

 

 

ｂ 農協における事業ごと（信用、共済、農業関連事業等）

の損益の表示について、正組合員に対して各事業の実態を

明確にするため、少なくとも事業管理費の約７割を占める

人件費についても明細として部門別損益計算書に表示する

とともに、同様の経営情報を外部へ開示するなど自主的な

取組を促進する。 

 結論 措置  

◎

（農林水産省） 

 平成18年7月20日付けで「農業協同組合、農業協同組

合連合会及び農事組合法人の指導監督等（信用事業及び共

済事業のみに係るものを除く。）に当たっての留意事項につ

いて」（事務ガイドライン）を改正し、人件費など部門別損

益計算書の表示区分の詳細化や外部への自主開示の取組が

望ましい旨明示。 

  

ｃ 農協の監査については、平成16年の農業協同組合法改正

を経て、全国農業協同組合中央会（以下「全中」という。）

が一元的に実施しているが、一層の公平性、透明性を確保

する観点から、全中監査の更なる第三者性の強化方策につ

いて検討する。 

 逐次検討  

○

（農林水産省） 

 全中の監査士の試験委員に関し、18年9月の試験からす

べて農協関係団体以外の第三者からの登用に変更。 

 

⑨公正な競争条件の

確保 

（公正取引委員会）

不公正な取引方法、不当な価格の引上げが行われないよう、

独占禁止法違反の取締の強化を図る。 

逐次実施  

○

（公正取引委員会） 

 平成18年度においては、２つの農業協同組合に対して、

独占禁止法第19条（不公正な取引方法第13項〔拘束条件

付取引〕に該当）に違反するおそれがあるものとして、そ

れぞれ警告を行った。 
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規制改革・民間開放推進3か年計画（平成18年3月31日閣議決定）における決定内容 

実施予定時期 
事 項 名 措  置  内  容 

平成16年度 平成17年度 平成18年度

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 備 考 

⑩農協の不公正な取

引方法等への対応

強化 

（公正取引委員会）

 

ａ 農協については、例えば組合員である農家への融資に際

して自己からの機材の購入等を条件にするといった不公正

な取引が独占禁止法の審決・警告に至った例が複数あるた

め、独占禁止法上の不公正な取引方法に該当するおそれが

ある農協の行為を示した独占禁止法上のガイドラインを作

成する。 

 結論 措置  

◎

（公正取引委員会） 

農業協同組合による独占禁止法違反行為を未然に防止す

るとともに，農業分野における公正かつ自由な競争を促進

させるため，「農業協同組合の活動に関する独占禁止法上の

指針」を作成した（平成19年4月18日公表）。 

 

（農林水産省） ｂ また、農協の指導機関である全中や実際に事業を行う全

農が、上記ガイドラインを個別の事業に当てはめて、各農

協がルールを逸脱することがないように分かりやすく解説

した指針を策定し各農協へ指導を徹底するよう、所要の措

置を講ずる。 

    

○

（農林水産省） 

全中及び全農が独禁法遵守に向けたパンフレットを作成

し全総合農協に配布して、周知徹底した（平成18年2月

17日）。 

全中は全総合農協に対して、同パンフレットを活用した

自主点検を実施した（平成18年2月、12月）。 

 

（農林水産省） ｃ さらに、不公正な取引を行った農協に対し、現行の独占

禁止法による措置のみでは十分ではないと認められる場合

には、再発防止等の措置について、農業協同組合法による

行政処分も含め、適正に対処するよう所管行政庁において

徹底する。 

    

○

（農林水産省） 

不公正な取引を行った農協に対し、現行の独占禁止法に

よる措置のみでは十分ではないと認められる場合には、再

発防止等の措置について農業協同組合法による行政処分も

含め適正に対処するよう、以下により周知徹底した。 

１ 都道府県担当者に対し、都道府県農協指導担当者会議 

（平成18年2月23日）、協同組合検査職員全体会議（平 

成18年4月10日）で周知徹底。 

２ 平成18年7月20日付けで「農業協同組合、農業協同

組合連合会及び農事組合法人の指導監督等（信用事業及

び共済事業のみに係るものを除く。）に当たっての留意事

項について」（事務ガイドライン）を改正し、地方農政局

及び都道府県へ周知徹底（平成18年9月20日)。 

 

 

 



- 355 -（農林水産） 

規制改革・民間開放推進3か年計画（平成18年3月31日閣議決定）における決定内容 

実施予定時期 
事 項 名 措  置  内  容 

平成16年度 平成17年度 平成18年度

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 備 考 

⑪農業に関する補助

金の情報提供体制

の整備 

（農林水産省） 

農業に関する補助金については、制度的に交付先が農協に

限定されているわけではないが、結果として、農協を経由し

て補助金へアクセスする場合が多い実態にある。農業に関す

る補助金についてより広く情報提供を行うため、例えば、イ

ンターネット上で当該情報のワンストップサービスを実施す

るなど、農業関係者が広くアクセス可能な情報提供体制を整

備する。 

 

 措置済     

⑫新規参入促進に係

る実態把握等のた

めの体制の整備 

（農林水産省及び関

係省庁） 

農協の不祥事に関する情報に関しては、農林水産省におい

て「農協改革ボックス」が設置されたところであるが、農協

が行っている各事業について、新たな参入が妨げられたりす

ることがないよう、関係行政庁において、法令違反等問題と

なる事例があった場合には、互いに情報提供を行うなど、連

携を密にする。 

 

 結論 措置  

◎

（農林水産省） 

 「不公正な取引方法」については、厳しくチェックして

いく必要があるため、農協が行う事業活動について、独占

禁止法に抵触する疑いのある事実を知り得た場合には、必

要に応じ、公正取引委員会に対し、当該事実を連絡するな

ど連携を図っている。 

 

⑬ＪＡＳ法による玄

米・精米の表示制

度の見直し 

（農林水産省） 

産地品種銘柄の認定が容易になされるよう、直接農政事務

所が新規設定の申請を受付けた上、有識者の意見を聴いて銘

柄設定をする仕組みを17年産米から導入し、要領を改正する。

【国内産農産物銘柄設定等申請要領（平成16年3月12日付

け15総食第719号農林水産省総合食料局長通知）の一部改

正】 

 

措置済      

⑭無糖ココア調製品

の関税割当に係る

報告の見直し 

（農林水産省） 

無糖ココア調製品の関税割当に係る定期的な報告のあり方

を見直し、措置する。 

【平成 16 年度の無糖ココア調整品の関税割当について(平成

16年3月11日付け関税割当公表第5号)】 

 

措置済      



- 356 -（農林水産） 

規制改革・民間開放推進3か年計画（平成18年3月31日閣議決定）における決定内容 

実施予定時期 
事 項 名 措  置  内  容 

平成16年度 平成17年度 平成18年度

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 備 考 

⑮肉骨粉の焼却灰の

肥料利用の可能化

（農林水産省） 

肉骨粉の焼却灰の肥料利用については食品安全委員会に食

品健康影響評価を諮問。その結果、牛の特定危険部位及びせ

き柱を原料から除いた牛の肉骨粉の焼却灰を肥料として利用

することについての食品健康影響については無視できる程度

であるとの判断が得られた場合は、製造及び出荷の停止の要

請を解除する方向で検討する。  

【ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いにつ

いて（平成17年11月７日付け17消安第6852号農林水産省消

費・安全局長通知）】 

 

諮問 措置済     

⑯発酵促進のための

尿素等を使用した

旨を表示した家畜

分堆肥の生産・販

売の容認 

（農林水産省） 

 

生産工程において発酵促進のための副資材として尿素、硫

酸アンモニア等を加えた特殊肥料の｢たい肥｣について、当該

資材を加えた旨の表示ができるよう基準を緩和する。 

【特殊肥料の品質表示基準の一部を改正する件(平成16年10

月25日農林水産省告示第1926号)】 

 

措置済      

⑰農業集落排水事業

におけるＰＦＩの

理解促進 

（農林水産省） 

農業集落排水事業におけるＰＦＩの導入を促進するため、

農業集落排水事業におけるＰＦＩ実施マニュアルの作成、Ｐ

ＦＩ導入の趣旨・手続き等の説明会の開催等を通じて、ＰＦ

Ｉ手法の理解促進を図る。また、ＰＦＩ事業の申請と採択決

定がなされた場合は、当該事業をモデル事業として運用し、

必要があれば事業運営方法の改善も検討する。 

 措置     

⑱非検疫生物リスト

の拡充 

（農林水産省） 

諸外国からの要望等も踏まえ、植物検疫措置の対象外とす

ることが適当な病害虫を追加する。 

【植物防疫法施行規則の一部を改正する省令（平成17年農林

水産省令第60号）】 

 措置済     



- 357 -（農林水産） 

規制改革・民間開放推進3か年計画（平成18年3月31日閣議決定）における決定内容 

実施予定時期 
事 項 名 措  置  内  容 

平成16年度 平成17年度 平成18年度

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 備 考 

⑲国産ビール大麦の

品質規格の見直し

（農林水産省） 

国産ビール大麦の検査規格の見直しについては、関係者（生

産者団体、実需者団体）の意向を聴取の上、データの整理を

行い、関係者の技術レベルで同意が得られる項目について、

順次、農産物検査法に基づく規格検討会を開催し、見直しを

実施する。 

 関係者の

同意が得

られるも

のについ

て逐次実

施 

  

○

（農林水産省） 

国産ビール大麦の検査規格について、実需者団体である

ビール酒造組合からの見直し要望に基づき、生産者団体で

ある全農の意向を聴取したところ、生産者が品質向上の取

組を行っている中、規格の見直しは、生産意欲や品質向上

取組を後退させ、円滑な取引に支障を生じる恐れがあると

して、合意が得られなかった。 

さらに、実需者団体、生産者団体の意向聴取を繰返し、

双方の妥協点を探るべく調整を行っているが、関係者の技

術レベルで合意が得られる項目を見出すに至っていない。 

 

⑳ハウスチューバー

により増殖する馬

鈴しょ原原種の種

苗の検査方法の明

確化及び検査体制

の整備 

（農林水産省） 

ハウスチューバーにより増殖する種馬鈴しょの検査につい

ての技術的な検討を行い、検査方法を明確化した上で、検査

の実施体制を整備する。 

 措置   （17年度措置済）  

21品種登録の民間開

放推進 

（農林水産省） 

 栽培試験の委託等、品種登録業務の民間開放を推進する。  一部措置

済 

措置  （17年度措置済）  

22農薬の登録、肥料

の銘柄登録の民間

開放推進 

（農林水産省） 

公正性、中立性を確保し、業務を円滑かつ適正に実施でき

るよう事務処理の明確な基準を定め、かつ、民間の資格要件

等についての担保措置を整備すること等により対応が可能で

あると考えられることから、登録業務の民間開放に関して検

討する。 

 検討・結論 措置  

◎

（農林水産省） 

農薬の登録、肥料の銘柄登録に関わる事務のうち、農薬・

肥料の安全性に直接関わらない、農薬の検査に用いる試薬

の調製、農薬の登録検査に係るアンケート調査の実施、肥

料の検査に用いる試薬の調製等について民間委託を実施し

た。 

 

23農機具の検査の民

間開放推進 

（農林水産省） 

 

 申請者のデータの活用や民間委託等、農機具検査業務の民

間開放を推進する。 

 措置済     



- 358 -（農林水産） 

規制改革・民間開放推進3か年計画（平成18年3月31日閣議決定）における決定内容 

実施予定時期 
事 項 名 措  置  内  容 

平成16年度 平成17年度 平成18年度

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 備 考 

24動植物検疫の民間

開放推進 

（農林水産省） 

 公正性、中立性を確保し、業務を円滑かつ適正に実施でき

るよう事務処理の明確な基準を定め、かつ、民間の資格要件

等についての担保措置を整備すること等により対応が可能で

あると考えられることから、検疫業務の民間開放に関して検

討する。 

 

 

 措置済     

25身体障害者補助犬

を輸入できる空海

港の拡大 

（農林水産省） 

身体障害者補助犬法（平成14 年法律第49 号）第２条第１

項に規定する身体障害者補助犬を輸入できる空海港について

は、動物検疫所職員（家畜防疫官）が国際旅客便の携行品検

査を実施している空海港まで拡大する。 

【家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令（平成 18

年農林水産省令第７号）】 

 措置済     



- 359 -（農林水産） 

規制改革・民間開放推進3か年計画（平成18年3月31日閣議決定）における決定内容 

実施予定時期 
事 項 名 措  置  内  容 

平成16年度 平成17年度 平成18年度

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 備 考 

26独立行政法人家畜

改良センター 

（農林水産省） 

家畜改良センターについては、業務の合理化・効率化の観

点から全国にある牧場について集約化を図る。また、家畜の

改良増殖・種畜配布業務や飼料用作物種苗の生産・配布業務

等については既に地方公共団体や民間においても同種の事業

が行われており、家畜改良センターにおいて真に行う必要の

ある事業範囲を明確化した上で、地方公共団体や民間に対す

る当該業務の開放を推進する。 

その他、家畜改良センターで行う必要がある事務事業につ

いても、牧場の運営に関する業務など民間委託による効率化

が可能であり、民間で実施できるものについては民間開放を

推進する。 

  措置  

◎

（農林水産省） 

牧場の集約化に関しては、独立行政法人化家畜改良セン

ター中期計画に基づいて、長野牧場について、平成21年度

末までに種畜供給業務を民間に移行させた段階で、茨城牧

場の支場として統合することとした。 

家畜の改良増殖・種畜配布業務においては、乳用牛、肉

用牛、豚、及び鶏の４畜種に重点化することとし、さらに、

民間を中心とした体制を構築した上で、 

○めん羊については平成18年度に業務を中止した。 

○実験用小型ヤギについては平成19年度末まで、実験用ウ

サギについては平成20年度末まで、山羊（実験用小型ヤ

ギを除く。）については平成21年度末までに業務を中止

することとした。 

また、飼料用作物種苗の生産・配布業務については、新

品種及びニーズの高い品種へ重点化して取り組むこととし

た。 

なお、その他の家畜改良センターの事務事業のうち、家

畜管理、飼料生産業務等における単純作業については、可

能なものから段階的に外部化を進めているところであり、 

平成18年度においては、新冠牧場の遠隔圃場における飼料

生産作業について外部委託した。 

 



- 360 -（農林水産） 

規制改革・民間開放推進3か年計画（平成18年3月31日閣議決定）における決定内容 

実施予定時期 
事 項 名 措  置  内  容 

平成16年度 平成17年度 平成18年度

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 備 考 

27独立行政法人農林

水産消費技術セン

ター 

（農林水産省） 

農林水産消費技術センターについては、その検査・検定業

務の合理化・効率化の観点から、肥飼料検査所及び農薬検査

所と一体的に業務を行うとともに、地域センターについても

合理化を推進する。 

また、各種調査の実施業務等、専門性の低い業務について

は、民間委託による効率化が可能であり、民間で実施できる

ものについては民間開放を推進する。 

  措置  

◎

（農林水産省） 

 農林水産消費技術センターについては、肥飼料検査所及

び農薬検査所と平成19年4月1日をもって統合し一体的に

業務を行うこととしており、第166回通常国会において独

立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林

水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所

法の一部を改正する法律が可決、成立し、平成19年3月

30日に公布した（平成19年4月1日施行予定）。 

 これに併せて、本部及び地方組織については、管理部門

を合理化することなどにより３本部12地方組織を１本部

５地方組織に再編することとしている。（新法人における中

期目標及び中期計画において措置） 

 また、専門性の低い業務について民間委託を検討し、平

成18年度においては、ＪＡＳ規格見直し作業のためのアン

ケート調査票の発送等及び専門技術的知見の必要性が低い

試薬調製作業について、民間委託した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 361 -（農林水産） 

イ 農地 

規制改革・民間開放推進3か年計画（平成18年3月31日閣議決定）における決定内容 

実施予定時期 
事 項 名 措  置  内  容 

平成16年度 平成17年度 平成18年度

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 備 考 

①農地制度の改革 

（農林水産省） 

新たな食料・農業・農村基本計画の策定作業に併せ、農地制

度の改革は、利害関係者が多岐にわたる国民的な課題であるこ

とを踏まえ、国民各層からの意見を聴取した上で、総合的な検

討を実施し、所要の措置を講ずる。検討に当たっては、耕作者

主義、農地制度の体系的・抜本的な見直し、農地の利用実態の

的確な把握など総合規制改革会議第３次答申で明示した論点

に十分留意する。 

【農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（平成 17

年法律第53号）】 

一部措置

済 

逐次実施  

○

（農林水産省） 

 食料・農業・農村基本計画で掲げられた、担い手への農

地の利用集積の促進や、品目横断的経営安定対策による担

い手への施策の集中化・重点化を加速化するため、①優良

な農地を確保するとともに、②それを面的にまとまりのあ

る形で担い手に集積すること、③また、耕作放棄地の発生

防止・解消を進めるとともに、利用率の向上を図ることを

基本として、農地政策の再構築に向けて、必要な検討を進

めている。農地の権利移動の実態についての国内外の調査

や、関係団体へのヒアリング等を実施した上で、省内での

農地政策検討チームや、各界の意見をうかがう有識者会議

等を設置し、検討の加速化を進めている。 

 

 

②担い手への直接支

払制度の具体化 

（農林水産省） 

農地を確保し、その集約化を進めていくためには、新基本計

画で提示された直接支払の対象となる「担い手」を経営力のあ

る一定規模以上の経営主体に明確に限定することが重要であ

る。本件に関しては、平成17年10月27日に政府・与党の経

営所得安定対策等大綱がまとめられ、一定の規模要件等の要件

が設定されたところであるが、農業経営基盤強化促進法に基づ

く特定法人（農業生産法人以外の株式会社等の法人）が農業参

入する場合についても、当該要件を満たせば直接支払の対象に

なるよう担保するとともに、当該要件を定期的に上方修正する

ことができるよう、所要の措置を講ずる。 

【関係法案を第164回国会に提出】 

 法案提出   

◎

（農林水産省） 

農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に

関する法律（平成18年法律第88号）において、一定の経

営規模を満たす認定農業者を対象農業者として規定するこ

とにより、要件を満たす特定法人が品目横断的経営安定対

策の対象となり得るよう措置した。 

規模要件等の要件については、農業の担い手に対する経

営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則（平成

18年農林水産省令第59号）附則第５条において「農林水

産大臣は、農業の構造改革の進捗状況を定期的に点検し、

その結果を踏まえ、望ましい農業構造の実現に向けて、第

一条及び第三条に規定する耕作の業務の規模の基準につい

て必要な見直しを行うものとする。」と規定した。 

 

 

 



- 362 -（農林水産） 

規制改革・民間開放推進3か年計画（平成18年3月31日閣議決定）における決定内容 

実施予定時期 
事 項 名 措  置  内  容 

平成16年度 平成17年度 平成18年度

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 備 考 

③新規参入促進のた

めの農業生産法人

制度等の周知徹底

（農林水産省） 

意欲と能力のある者の農業への新規参入を促進させるため、

農業生産法人制度等の仕組みを法律上説明している用語の定

義（例えば、業務執行役員等の「農業の従事」とは、企画管理

労働、営業活動等を含む。）について、分かりやすい形により

ホームページ等で周知徹底する。 

 結論 措置  

◎

（農林水産省） 

 農業生産法人制度の仕組みを分かりやすく周知するた

め、イメージ図や具体例を用いたものを、ホームページに

掲載した。 

 

④農業委員会制度の

見直 

し 

（農林水産省） 

ａ 農業委員会の委員構成についての実態を把握し、制度運営

の適正化を含め実質的に地域農業の振興に関心のある者の

一層の参画を促す措置を講ずる。 

【農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律の運用に

ついて（平成16年11月１日付け16経営第4496号農林水産省農

林水産省経営局長通知）】 

措置済      

 ｂ 市町村を越えて存在する農地の実態を調査し、農業委員会

における意思決定に、入作の可能性のある他の市町村に住所

を有する農業者等の意見を実質的に反映できる措置を講ず

る。 

【農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律の運用に

ついて（平成16年11月１日農林水産省経営局長通知）】 

      

 ｃ 農業委員会の選任委員に、地域の実態を踏まえ、環境ＮＧ

Ｏ等地域の環境問題に強く関心を持つ団体の代表者、農業の

活性化に学識経験のある者、農産物の販売・流通等に知見の

深い者等、多様な人材を含めるための措置を講ずる。 

【農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律の運用に

ついて（平成16年11月1日農林水産省経営局長通知）】 

 

 

 

 

 

 

      



- 363 -（農林水産） 

規制改革・民間開放推進3か年計画（平成18年3月31日閣議決定）における決定内容 

実施予定時期 
事 項 名 措  置  内  容 

平成16年度 平成17年度 平成18年度

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 備 考 

⑤農地転用許可制度

の運用の適正化 

（農林水産省） 

ａ 現に耕作の目的に供していない農地の一時  的転用に

係る許可申請について、もっぱら遊休農地の解消のために転

用許可申請の書類に作付確約書を添付することを要件とす

ることがないよう関係機関に通知する。 

【農地転用許可制度及び農業振興地域制度の運用の適正化等

について（平成 16 年３月 30 日農林水産省農村振興局長通

知）】 

措置済      

 ｂ 農地転用許可に係る事務処理の標準処理期間（６週間）を

定めた通知の趣旨について、関係機関に周知する。 

【農地転用許可制度及び農業振興地域制度の運用の適正化等

について（平成16年農林水産省農村振興局長通知）】 

      

⑥株式会社等による

農業経営（農地の

リース方式）の解

禁 

（農林水産省） 

ａ 構造改革特区で認められた「農地のリース方式」の全国展

開については、その実施状況及び地域農業への効果、影響等

の検証を行い、その評価を踏まえて全国展開について検討

し、可能な限り速やかに結論を得る。 

【農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（平成 17

年法律第53号）】 

措置済      

（内閣官房、農林水

産省） 

ｂ 構造改革特区で講じられた規制の特例措置の効果等を評

価するための民間人からなる委員会を平成15年７月中に設

立し、年内に評価方法や基準等を検討する。認定された構造

改革特区において実施されている規制の特例措置について、

評価のための委員会で特段の問題の生じていないと判断さ

れたものについては、速やかに全国規模の規制改革につなげ

る。 

【農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（平成 17

年法律第53号）】 

 

 

 

      



- 364 -（農林水産） 

規制改革・民間開放推進3か年計画（平成18年3月31日閣議決定）における決定内容 

実施予定時期 
事 項 名 措  置  内  容 

平成16年度 平成17年度 平成18年度

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 備 考 

⑦農地保有合理化事

業に関する財産の

目的外処分のため

の承認申請書類の

簡素化 

（農林水産省） 

農地保有合理化事業で買い入れた土地の目的外処分の承認

を行う関係機関に対して、承認に当たって求める資料は当該承

認の判断に必要となる最低限の資料とする旨を周知する。 

【農地保有合理化事業に関する財産の目的外処分について（平

成17年３月30日付け16経営第8813号農林水産省経営局長

通知）】 

措置済      

⑧特定法人貸付事業

における農地の賃

貸借に係る法定更

新の適用除外 

（農林水産省） 

特定法人貸付事業については、現行と同様の制度で全国展開

を行うこととし、所要の法律改正案を提出し、この中で、都道

府県知事の許可を受けることなく、賃貸借を終了する（更新し

ない）こともできるように措置する。 

【農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（平成 17

年法律第53号）】 

一部措置

済 

措置済（９

月施行） 

    

 

ウ その他 

規制改革・民間開放推進3か年計画（平成18年3月31日閣議決定）における決定内容 

実施予定時期 
事 項 名 措  置  内  容 

平成16年度 平成17年度 平成18年度

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 備 考 

①森林計画制度 

（農林水産省） 

ａ 森林整備の状況等に関する評価手法を整備する。 逐次実施

（平成15

年度より

予算措置）

一部措置

済 

措置  

◎

(農林水産省) 

平成15年度から17年度までの「森林吸収源データ緊急

整備事業」により、都道府県の森林簿情報（森林資源デー

タ）を全国共通の仕様で国が一元管理・運用するシステム

（国家森林資源データベース）を導入するとともに、平成

15年度から18年度まで「森林吸収源計測・活用体制整備

強化事業」により、透明かつ科学的検証が可能な森林吸収

量の算定方法を開発することにより、森林整備の状況等に

関する評価手法が整備されたところである。なお、平成19

年度以降これらの成果等により森林吸収量の算定が行われ

る予定である。 

 



- 365 -（農林水産） 

規制改革・民間開放推進3か年計画（平成18年3月31日閣議決定）における決定内容 

実施予定時期 
事 項 名 措  置  内  容 

平成16年度 平成17年度 平成18年度

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 備 考 

 ｂ 森林に関する情報を的確かつ効果的に把握、分析すると

ともに、森林計画等に適切に反映できる情報管理体制の整

備を行う。 

逐次実施（平成13年度よ

り予算措置） 

措置  

◎

（農林水産省） 

 森林に関する情報を的確かつ効果的に把握、分析すると

ともに、森林計画等に適切に反映できる情報管理体制を整

備し、森林計画の効率的な作成などに資するため、「森林Ｇ

ＩＳデータ基盤整備費」により、都道府県が実施する森林

ＧＩＳ（森林簿データと森林計画図データをリンクさせ、

これらを一元管理するシステム）の整備を支援し、平成18

年度末までにおおむね９割にあたる都道府県において整備

に着手。 

 

②競走馬の出走制限

（農林水産省） 

外国産馬の出走制限緩和について、日本中央競馬会におい

て、平成11年11月に策定した「外国産馬の出走制限緩和計画」

（計画期間：平成12年～16年）に沿って着実に実行する。 

措置済      

③外国漁船の寄港の

許可事務の地方支

分部局への移管 

（農林水産省） 

瀬戸内・九州漁業調整事務所以外の漁業調整事務所の管轄区

域に係る外国漁船の寄港許可に関する申請の許可事務を各漁

業調整事務所が行うよう措置する。 

【農林水産省組織規則の一部を改正する省令（平成15年農林水

産省令第112号）】 

措置済      

④マツ材線虫病抵抗

性クロマツの日本

海側への植栽 

（農林水産省） 

林業種苗法第24条第２項に規定する「その他特別な事情があ

る場合」として、「松くい虫抵抗性松の植栽の用に供する場合」

が原則として該当すること、大臣承認の標準処理期間を20日と

することを明記する長官通知の改正を実施する。 

【林業用種苗の配布区域外への配布申請の手続きについて(昭

和46年７月24日46林野造第738号林野庁長官通知)の一部改

正】 

 

 

措置済      



- 366 -（農林水産） 

規制改革・民間開放推進3か年計画（平成18年3月31日閣議決定）における決定内容 

実施予定時期 
事 項 名 措  置  内  容 

平成16年度 平成17年度 平成18年度

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 備 考 

⑤「たら」輸入割当

てに関する申請者

の資格要件のうち

輸入契約数量要件

の撤廃 

（農林水産省） 

たらの先着順割当てに係る申請資格の一つである「輸入契約

数量が20トン以上であること」を撤廃する。 

【輸入発表第２号（平成17年４月26日経済産業省）】 

 措置済     

⑥独立行政法人林木

育種センター 

（農林水産省） 

林木育種センターについては、業務の合理化・効率化の観点

から全国にある育種場、増殖保存園、育種技術園等における事

務及び事業について見直しを図る。また、林木の新品種の開発

については、地方公共団体においても業務が行われており、林

木育種センターにおいて真に行う必要のある事業範囲を明確

化した上で、地方公共団体に実施可能な業務を移管する。 

その他、林木育種センターで行う必要がある事務事業につい

ても、民間で実施できるものについては民間開放を推進する。

  措置  

◎

（農林水産省） 

 林木育種センターでは、平成18年度より、 

①  業務の合理化・効率化の観点から、山陰増殖保存園へ

の恒常的な要員配置を行わないこと 

② 地方公共団体で実施可能な業務を移管する観点から、

ミツマタ等地域特産的な樹種の新品種開発等を取り

止めること 

③  民間開放推進の観点から、環境緑化木の新品種開発等

を取り止めること 

としているところ。 

 

 

⑦中央卸売市場にお

いて仲卸業者が卸

売業者以外から買

い入れて販売する

ことが認められる

場合についての周

知・徹底 

（農林水産省） 

 

 

 

 

中央卸売市場において仲卸業者が卸売業者以外から買い入

れて販売する場合の開設者の許可について、卸売市場の入荷量

が極端に少ない場合や仲卸業者の求める品質の生鮮食料品等

が入荷されない場合等突発的な事案の発生に際しては機動的

かつ適切な運用が求められるものであること等を内容とする

通知を発出する。 

 措置済     

 

 


